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#13-2 

【１月５日～１月１１日】 

〔ウクライナの報道をもとに作成〕 

平成２５年１月１５日 

在ウクライナ大使館 

 

Ａ．主な動き 

 

１．内政 

▼大統領の動き 

・９日、ヤヌコーヴィチ大統領は、カリーニン国家保安庁長官

の罷免及びヤキメンコ同第一副長官の同長官への任命、ラ

リン・キロヴォフラード州知事の大統領府副長官への任命、

ニコラエンコ・キロヴォフラード州第一副知事の同知事への

任命に関する大統領令を発出。 

・９日、ヤヌコーヴィチ大統領は、カリーニン前国家保安庁長

官、スクバシェフスキー地域党議員（前大統領府副長官）及

びヘルマン地域党議員（前大統領府人文・社会政策総局

長）を大統領補佐官（非常勤）に任命する大統領令を発出。 

・９日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ソルキン国立銀行副総裁

の同総裁への任命に関する決議案を最高会議に提出。１１

日、最高会議は、同決議案を可決。一方、野党３会派は、同

議決の過程で違反があったため、同任命は認められない旨

非難。 

・９日、ヤヌコーヴィチ大統領は、各州知事の協力を得つつ

社会・経済発展に関する２０１３年国家行動計画案を作成す

るようアルブーゾフ第一副首相に指示。 

・ヤヌコーヴィチ大統領は、ヴォルィニ州聖ウスペンスキー・

ジムネ女子修道院を訪問し正教会のクリスマスに際する拝

礼に列席（７日）。 

▼最高会議の動き 

・９日、エフレーモフ地域党会派代表は、地域党議員は２０１

２年最高会議選挙において結果が確定できなかった５小選

挙区の再選挙の決定権の所在等に関し憲法裁判所に判断

請求を行った旨発言。 

・１０日、ルィバク最高会議議長は、無所属議員１名の共産党

会派加入を発表。共産党議員は計３２名に。 

・１０日、最高会議野党３会派は、ティモシェンコ前首相及び

ルツェンコ元内相関連の刑法規程の非犯罪化及び恩赦に

関する法案等の審議を要求し、会議の進行を妨害。同日、

最高会議は、これらの法案を翌日の議題に含めることを決

定したものの、１１日、同法案は否決。 

・１１日、ルィバク最高会議議長は、最高会議第７招集第１会

期の終了を宣言。次期会期は２月５日に開会予定。 

▼刑事事件に関する動き 

・８日、ティモシェンコ前首相は、現政権への抗議の一環とし

て、今後は検事総局関係者との接触、裁判への出廷及び監

視下にある病室での宿泊を一切拒否する旨の声明を発表。

これに対し、９日、ハルキフ州検察当局関係者は、同声明の

行為は違法であり、同行為が実行に移された際には適切な

処置を講ずる旨発言。 

・９日、イリーナ・ルツェンコ「バチキフシナ」議員（ルツェンコ

元内相配偶者）は、弁護団が裁判における同元内相の人権

侵害に関し欧州人権裁判所に再び提訴を行う予定である旨

発言。 

２．経済 

▼マクロ経済 

・８日、国立銀行は、２０１２年１２月末時点の外貨準備高が、

前月比３．３％（８億３，０７１万ドル）減、２０１２年当初からは２

２．８％（７２億４、８００万ドル）減の総計２４５億４，６００万ドルと

公表。 

▼財政・金融 

・１１日、ソルキン国立銀行総裁は、同銀行が行う政策やフリ

ヴニャ／米ドル為替レートにおいて米ドル高を予測する専門

家を対象に、フリヴニャの下落を予測することは外貨の需要

を押し上げ、それにより、外貨準備高の減少につながることか

ら、そのような予測は控えてほしい、国立銀行の最優先事項

の一つは、貸し付け・預金の際の利子の低下及びフリヴニャ

の国民に対する信頼を高めることである旨発言。 

▼ＩＭＦ 

・１１日、ソルキン国立銀行総裁は、ＩMFミッションが２４日にウ

クライナを訪問する予定であり、ウクライナの経済達成状況に

ついて議論すること、ＩMFとの討議の際には、同国立銀行が

その正当性及び良好な状況を証明できるだろう旨発言。 

▼原子力安全 

・８日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ウクライナ国内で稼働中の

原子力発電所の安全性向上のための包括的プロジェクト（２０

１１年１２月７日付けの閣僚会議決議で了承）の実施のため、

EBRD及びEuratomとの融資契約（約６億ユーロ）の署名権限

者として、スタヴィツキ－・エネルギー・石炭産業相を承認。本

決定は、２０１３年１月３日の大統領令に基づくものであり、同

令において、関連する協定に署名するためのEBRD及び

Euratomとの交渉に臨むウクライナ代表団を承認。本プロジェ

クトの実施は、既存の原子力発電所の安全性を向上するウク

ライナの国際義務を果たすだけではなく、国際基準に基づき、

ウクライナの原子力発電所の安全性のレベルを更に向上す

ることに貢献する由。 

３．外政 

▼最高会議が委員会に対し欧州統合路線に関する単

一の決議案の起草を要求 

・１１日、最高会議は、欧州統合に関する委員会に対し、欧州

統合路線に関する複数の決議案を一本化し単独の決議案を
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起草するよう出席議員４０１名の内３４８名の議員の賛成により

要求。委員会で起草された決議案は２月５日に開始予定の第

２会期にて審議予定。 

▼欧州人権裁判所小法廷判決（ヴォルコフ前最高裁判

事案件） 

・９日、欧州人権裁判所は、ウクライナ当局に対し、２０１０年

６月１７日に解任されたヴォルコフ前最高裁判事の解任手続

きが独立した公正な裁判の結果実施されたとは言えないと

して、ウクライナの司法制度の深刻な組織上の問題に鑑み、

早急に司法規律制度改革を実施するよう慫慂し、同前最高

裁判事を元の職に戻し、同判事に慰謝料を含めた１万８，０

００ユーロの支払いを命ずる判決を宣告。 

▼世論調査 

［民主イニシアティブ基金及びラズムコフ・センター］ 

・ウクライナ・ＥＵ間の連合協定支持：４８％、ロシア主導の関

税同盟加盟支持：４０％ 

・ウクライナはロシア・ＣＩＳ諸国との統合を増している：２４．

４％、 ＥＵとの統合を増している：１８．７％、 ウクライナはど

の方向へも向かっていない：３８．７％、 態度留保：１８．２％、 

なお、地域党及び共産党支持者の４割弱がロシア・ＣＩＳ諸

国との統合を増していると回答し、野党支持者の多くがどの

方向へも向かっていない旨回答。また、２２．５％のみがＥＵ

や米国、カナダの訪問経験があるため経験に基づき回答で

きる旨回答し、７７．１％は訪問経験なし。 

・ＮＡＴＯ加盟に賛成：１５％ 

・調査は１２月２１日から同２４日にかけ実施。 

▼その他 

・９日、アザーロフ首相は、閣議に於いてＥＵとの連合協定

の署名に向けた準備作業を加速させるよう指示。 

・９日、イェリセイエフ駐ＥＵ大使は、「ウクラインスカ・プラウ

ダ」紙ウェブサイト上へのＥＵウクライナ連合協定の７不思議

と題する投稿の中で、「（ロシア主導の）関税同盟加盟は短

期的な配当を生むのみである。ロシアが語る数十億米ドル

の利益は、ウクライナが独自の貿易政策を失い、欧州統合

路線を放棄することの代償である。」旨記載。同大使は、同

時に、ＥＵとの連合協定は、ウクライナの主権、独立及び領

土一体性に法的かつ政治的保証を付与する旨記載。 

４．防衛 

・５日、レベジェフ国防相は、ウクライナ軍にとっての課題は

専門性の高い職員の確保と社会保障の充実であるとし、今後

同課題に重点的に取り組む旨発言。

（了） 


